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○ 建 設 省 告 示 第 　 　 　 号

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 、 第 百 二 十 九 条 の 十 三

の 二 及 び 第 百 三 十 六 条 の 二 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 昭 和 四 十 八 年 建 設 省 告 示 第 二 千 五 百 六 十 三 号 の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

　 平 成 　 年 　 　 月 　 　 　 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 建 設 大 臣 　 中 山 　 正 暉

　 題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 　 防 火 区 画 に 用 い る 防 火 設 備 等 の 構 造 方 法 を 定 め る 件

　 前 文 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 、 第 百 二 十 九 条 の 十 三

の 二 及 び 第 百 三 十 六 条 の 二 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 防 火 区 画 に 用 い る 防 火 設 備 等 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定

め る 。

　 第 一 及 び 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。



第 一 　 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 要 件 （ ハ に

　 掲 げ る 要 件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 煙 が 発 生 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で あ る こ と に

　 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す る 。

一 　 面 積 が 三 平 方 メ ー ト ル 以 内 の 常 時 閉 鎖 状 態 を 保 持 す る 構 造 の 防 火 戸 で 、 直 接 手 で 開 く こ と が で き 、 か

　 つ 、 自 動 的 に 閉 鎖 す る も の （ 以 下 「 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 」 と い う 。 ） と す る こ と 。

二 　 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。

　 イ 　 随 時 閉 鎖 す る こ と が で き る こ と 。

　 ロ 　 居 室 か ら 地 上 に 通 ず る 主 た る 廊 下 、 階 段 そ の 他 の 通 路 に 設 け る も の に あ つ て は 、 当 該 戸 に 近 接 し て

　 　 　 当 該 通 路 に 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 が 設 け ら れ て い る 場 合 を 除 き 、 直 接 手 で 開 く こ と が で き 、 か つ 、 自 動 的

　 　 　 に 閉 鎖 す る 部 分 を 有 し 、 そ の 部 分 の 幅 、 高 さ 及 び 下 端 の 床 面 か ら の 高 さ が 、 そ れ ぞ れ 、 七 十 五 セ ン チ

　 　 　 メ ー ト ル 以 上 、 一 ・ 八 メ ー ト ル 以 上 及 び 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 で あ る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。

　 ハ 　 煙 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 、 連 動 制 御 器 、 自 動 閉 鎖 装 置 及 び 予 備 電 源 を 備 え た も の で あ る こ と 。

　 ニ 　 煙 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。



　 　 　 消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 八 十 六 号 ） 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 定 に 合 格 し た も

　 　 　 　 の で あ る こ と 。

　 　 　 次 に 掲 げ る 場 所 に 設 け る も の で あ る こ と 。

　 　 　 　 防 火 戸 か ら の 水 平 距 離 が 十 メ ー ト ル 以 内 で 、 か つ 、 防 火 戸 と 煙 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 と

　 　 　 　 　 の 間 に 間 仕 切 壁 等 が な い 場 所

　 　 　 　 壁 （ 天 井 か ら 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 下 方 に 突 出 し た た れ 壁 等 を 含 む 。 ） か ら 六 十 セ ン チ メ ー

　 　 　 　 　 ト ル 以 上 離 れ た 天 井 等 の 室 内 に 面 す る 部 分 （ 廊 下 等 狭 い 場 所 で あ る た め に 六 十 セ ン チ メ ー ト ル 以

　 　 　 　 　 上 離 す こ と が で き な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 廊 下 等 の 天 井 等 室 内 に 面 す る 部 分 の 中 央 の 部 分 ）

　 　 　 　 次 に 掲 げ る 場 所 以 外 の 場 所

　 　 　 　 　 換 気 口 等 の 空 気 吹 出 口 に 近 接 す る 場 所

　 　 　 　 　 じ ん あ い 、 微 粉 又 は 水 蒸 気 が 多 量 に 滞 留 す る 場 所

　 　 　 　 　 腐 食 性 ガ ス の 発 生 す る お そ れ の あ る 場 所

　 　 　 　 　
ち ゅ う

厨 房 等 正 常 時 に お い て 煙 等 が 滞 留 す る 場 所



　 　 　 　 　 排 気 ガ ス が 多 量 に 滞 留 す る 場 所

　 　 　 　 　 煙 が 多 量 に 流 入 す る お そ れ の あ る 場 所

　 　 　 　 　 結 露 が 発 生 す る 場 所

　 ホ 　 連 動 制 御 器 は 、 次 に 定 め る も の で あ る こ と 。

　 　 　 煙 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 か ら 信 号 を 受 け た 場 合 に 自 動 閉 鎖 装 置 に 起 動 指 示 を 与 え る も の

　 　 　 　 で 、 随 時 、 制 御 の 監 視 が で き る も の

　 　 　 火 災 に よ る 熱 に よ り 機 能 に 支 障 を き た す お そ れ が な く 、 か つ 、 維 持 管 理 が 容 易 に 行 え る も の

　 　 　 連 動 制 御 器 に 用 い る 電 気 配 線 及 び 電 線 が 、 次 に 定 め る も の で あ る も の

　 　 　 　 昭 和 四 十 五 年 建 設 省 告 示 第 千 八 百 二 十 九 号 第 二 号 及 び 第 三 号 に 定 め る 基 準 に よ る も の

　 　 　 　 常 用 の 電 源 の 電 気 配 線 は 、 他 の 電 気 回 路 （ 電 源 に 接 続 す る 部 分 及 び 消 防 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 六

　 　 　 　 　 年 政 令 第 三 十 七 号 ） 第 七 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 自 動 火 災 報 知 設 備 の 中 継 器 又 は 受 信 機 に 接 続

　 　 　 　 　 す る 部 分 を 除 く 。 ） に 接 続 し な い も の で 、 か つ 、 配 電 盤 又 は 分 電 盤 の 階 別 主 開 閉 器 の 電 源 側 で 分 岐

　 　 　 　 　 し て い る も の



　 ヘ 　 自 動 閉 鎖 装 置 は 、 次 に 定 め る も の で あ る こ と 。

　 　 　 連 動 制 御 器 か ら 起 動 指 示 を 受 け た 場 合 に 防 火 戸 を 自 動 的 に 閉 鎖 さ せ る も の

　 　 　 自 動 閉 鎖 装 置 に 用 い る 電 気 配 線 及 び 電 線 が 、 ホ の に 定 め る も の で あ る も の

　 ト 　 予 備 電 源 は 、 昭 和 四 十 五 年 建 設 省 告 示 第 千 八 百 二 十 九 号 第 四 号 に 定 め る 基 準 に よ る も の で あ る こ と 。

第 二 　 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 温

　 度 が 急 激 に 上 昇 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構

　 造 方 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す る 。

一 　 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 と す る こ と 。

二 　 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。

　 イ 　 第 一 第 二 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る こ と 。

　 ロ 　 熱 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 と 連 動 し て 自 動 的 に 閉 鎖 す る 構 造 の も の に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 基

　 　 　 準 に 適 合 す る こ と 。

　 　 　 熱 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 、 連 動 制 御 器 、 自 動 閉 鎖 装 置 及 び 予 備 電 源 を 備 え た も の で あ る こ



　 　 　 　 と 。

　 　 　 熱 感 知 器 は 、 次 に 定 め る も の で あ る こ と 。

　 　 　 　 消 防 法 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 定 に 合 格 し た 熱 複 合 式 若 し く は 定 温 式 の も の で

　 　 　 　 　 特 種 の 公 称 作 動 温 度 （ 補 償 式 （ 熱 複 合 式 の も の の う ち 多 信 号 機 能 を 有 し な い も の を い う 。 ） の も の

　 　 　 　 　 に あ つ て は 公 称 定 温 点 、 以 下 同 じ 。 ） が 六 十 度 か ら 七 十 度 ま で の も の （ ボ イ ラ ー 室 、
ち ゅ う

厨 房 等 最 高

　 　 　 　 周 囲 温 度 が 五 十 度 を 超 え る 場 所 に あ つ て は 、 当 該 最 高 周 囲 温 度 よ り 二 十 度 高 い 公 称 作 動 温 度 の も

　 　 　 　 　 の ）

　 　 　 　 第 一 第 二 号 ニ 及 び に 掲 げ る 場 所 に 設 け る も の

　 　 　 熱 煙 複 合 式 感 知 器 は 、 次 に 定 め る も の で あ る こ と 。

　 　 　 　 消 防 法 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 定 に 合 格 し た も の の う ち 、 定 温 式 の 性 能 を 有 す る

　 　 　 　 　 も の で 特 種 の 公 称 作 動 温 度 が 六 十 度 か ら 七 十 度 ま で の も の （ ボ イ ラ ー 室 等 最 高 周 囲 温 度 が 五 十 度

　 　 　 　 　 を 超 え る 場 所 に あ つ て は 、 当 該 最 高 周 囲 温 度 よ り 二 十 度 高 い 公 称 作 動 温 度 の も の ）

　 　 　 　 第 一 第 二 号 ニ に 掲 げ る 場 所 に 設 け ら れ た も の



　 　 　 連 動 制 御 器 、 自 動 閉 鎖 装 置 及 び 予 備 電 源 は 、 第 一 第 二 号 ホ か ら ト ま で に 定 め る も の で あ る こ と 。

　 ハ 　 温 度 ヒ ュ ー ズ と 連 動 し て 自 動 的 に 閉 鎖 す る 構 造 の も の に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る こ と 。

　 　 　 温 度 ヒ ュ ー ズ 、 連 動 閉 鎖 装 置 及 び こ れ ら の 取 付 部 分 を 備 え た も の で 、 別 記 に 規 定 す る 試 験 に 合 格

　 　 　 　 し た も の で あ る こ と 。

　 　 　 温 度 ヒ ュ ー ズ が 、 天 井 の 室 内 に 面 す る 部 分 又 は 防 火 戸 若 し く は 防 火 戸 の 枠 の 上 部 で 熱 を 有 効 に 感

　 　 　 　 知 で き る 場 所 に お い て 、 断 熱 性 を 有 す る 不 燃 材 料 に 露 出 し て 堅 固 に 取 り 付 け ら れ た も の で あ る こ と 。

　 　 　 連 動 閉 鎖 装 置 の 可 動 部 部 材 が 、 腐 食 し に く い 材 料 を 用 い た も の で あ る こ と 。

第 二 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 三 　 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ 及 び ハ に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 煙 が 発

　 生 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方 法 は 、 次

　 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す る 。

一 　 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 と す る こ と 。

二 　 第 一 第 二 号 イ 及 び ハ か ら ト ま で に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。



第 四 　 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 一 号 イ 及 び ハ に 掲 げ る 要 件 （ ハ に 掲 げ る 要 件 に あ つ て は 、 火 災 に よ り 温 度 が

　 急 激 に 上 昇 し た 場 合 に 、 自 動 的 に 閉 鎖 又 は 作 動 を す る も の で あ る こ と に 限 る 。 ） を 満 た す 防 火 設 備 の 構 造 方

　 法 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 定 め る も の と す る 。

一 　 常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 と す る こ と 。

二 　 第 一 第 二 号 イ 並 び に 第 二 第 二 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 構 造 の 防 火 戸 と す る こ と 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


